
山梨県林材業就業促進総合対策事業補助金交付要綱 

 

平成19年 4月20日制定    林振 第 534号 

平成23年 3月31日改正    林振 第1469号 

平成25年 3月29日改正    林振 第1780号 

平成25年 8月 7日改正    林振 第 700号 

平成28年 3月31日改正    林振 第1835号 

令和3年 6月 8日改正   林振 第 432号 

令和7年 4月 1日改正   林振 第 267号 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、林業事業体の経営基盤の安定化及び労働環境の改善を図り、新たな

森林整備を担う林業事業体の育成を推進するとともに多様な研修等による技術・技

能の習得を進め、幅広い人材の確保・育成・定着を推進するため、山梨県林材業就

業促進総合対策事業実施要綱に基づき、一般社団法人山梨県森林協会（山梨県林業

労働センター（以下「センター」という。））が実施する山梨県林材業就業促進総

合対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その

交付に関しては山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規

則」という。）、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱

（平成３０年３月３０日２９林政政第８９３号農林水産事務次官依命通知。以下

「国要綱」という。）及び林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領（令和５年

３月３０日付け４林政経第８９９号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。）

に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（事業の種類、補助対象経費及び補助率） 

第２条 前条に規定する補助金交付の対象となる事業の種類、補助対象経費及び補助

率は別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に

含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た

金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、こ



れを減額するものとする。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明

らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。 

 

（補助金交付の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとするセンターの長は、補助金交付申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて知事が別に定める日までに提出しなければならな

い。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

 

（補助金の交付の条件） 

第４条 規則第６条による補助金交付の条件は、次のとおりとする。 

（１）知事が定める重要な変更は、軽微な変更以外の変更とする。 

（２）各事業により取得した財産については、当該財産に係る管理規定を定め、善

良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。 

 

（財産の処分の制限） 

第５条 センターの長は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びそ

の従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具（以下「取

得財産等」という。）については知事が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して別に定める期間（以

下「財産処分制限期間」という。）を経過するまでは、知事の承認を受けないで、

取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又

は担保に供してはならない。 

２ センターの長は、前項の承認を受けようとする場合は財産処分承認申請書（様式

第４号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金

のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分

を返還させるものとする。 

 

（補助事業の軽微な変更の範囲） 

第６条 第４条による軽微な変更は、次のとおりとする。 

（１）補助対象経費の各区分相互間におけるいずれか低い額の２０％以内の経費の



配分の変更 

（２）事業目的の達成に支障を来すことなくかつ事業計画の細部の変更であって額

の増額を伴わないもの 

 

（補助事業の計画変更、中止、廃止） 

第７条 センターの長は、補助金の交付決定後の事情の変更等により、当該事業（の

年間所要額）を変更（中止、廃止）しようとする場合は、事業計画変更（中止、廃

止）申請書（様式第５号）により、知事の承認を受けなければならない。 

  ただし、第６条に定める軽微な変更を除く。 

 

（実績報告） 

第８条 センターの長は、当該事業が完了したときは、事業完了の日若しくは廃止の

承認を受けた日から起算して１箇月を経過した日又は交付決定した年度の３月１

０日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書（様式第６号）に必要関係書類を

添え、知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付方法） 

第９条 補助金は、精算払いとする。ただし、知事が必要と認めたときは、全部又は

一部を概算払いにより交付することができる。 

２ センターの長は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請

求書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、遅くとも当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日の属する

年度の３月３１日までにセンターの長に補助金を交付しなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１０条 センターの長は、補助事業完了後に申告により、補助金に係る消費税等仕

入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定

報告書（様式第８号）により、その金額を速やかに、知事に報告しなければならな

い。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一

部の返還を命ずるものとする。 

 

（書類の保管） 

第１１条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度か



ら起算して５年間、整備保管しておかなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１９年４月２０日から施行し、平成１９年４月１日から適用す

る。（山梨県森林整備担い手育成確保対策事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 山梨県森林整備担い手育成確保対策事業補助金交付要綱（平成９年度林振第４－

４８号）は、廃止する。 

３ 前項の規定による廃止前の山梨県森林整備担い手育成確保対策事業補助金交付

要綱（以下「旧要綱」という。）に基づき平成１８年度以前に交付を受けた補助金

に係る経理及び処理経過が明確になるよう関係書類等の保存については、旧要綱第

７条の規定は、なおその効力を有する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年８月７日から施行し、平成２５年７月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年６月８日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別 表            補 助 対 象 経 費              
 

   区 分  補 助        経 費 内 容 

１ 林業事業体経営合理化

支援事業費 

 

ア  林業事業体指導費 

 

イ 新規参入受入促進費 

 

 

２ 林業労働センター設置

支援事業費 

 

 

10／10 

以内 

 

 

 

 

 

 

10／10 

以内 

 

 

 

（謝金、旅費、消耗品費、通信運搬費） 

 

（謝金、旅費、通信運搬費、広告宣伝費等） 

 

 

（負担金等） 

 



様式第１号 

第     号 

   年  月  日 

 

山 梨 県 知 事  殿 

 

 

申請者住所               

名称・職氏名             印 

 

 

山梨県林材業就業促進総合対策事業補助金交付申請書 

 

年度において山梨県林材業就業促進総合対策事業を実施したいので、同事

業補助金交付要綱第３条の規定により、次の関係書類を添えて補助金の交付を申請し

ます。 

 

１ 補助金交付申請額   金          円 

    ２ 事業計画書（様式第２号） 

    ３ 収支予算書（様式第３号） 



様式第２号 

   年度山梨県林材業就業促進総合対策事業計画（実績）書 

 
 

   区 分      事 業 の 内 容    事 業 費      事 業 内 訳 

    

 

※ 記載上の注意 

１ 区分欄には、交付要綱第２条の別表の事業名を用いる。 

２ 事業内容は、交付要綱第２条の別表の経費内容を用いる。 



様式第３号 

収支予（決）算書 

収入の部 
 

     区 分      予 （ 決 ） 算 額      摘 要 

   

   

   

 

 

支出の部 
 

     区 分      予 （ 決 ） 算 額      摘 要 

   

   

   

 



様式第４号 

第     号 

    年  月  日 

 

山 梨 県 知 事  殿 

 

 

申請者住所               

名称・職氏名             印 

 

 

財産処分承認申請書 

 

年度山梨県林材業就業促進総合対策事業費補助金に係る補助事業により

取得した財産を、次のとおり処分したいので、同事業補助金交付要綱第５条第２項に

基づき、申請します。 

 

     １ 処分しようとする財産の明細 

     ２ 処分の内容 

     ３ 処分しようとする理由 

     ４ その他必要な書類 



様式第５号 

第     号 

   年  月  日 

 

山 梨 県 知 事  殿 

 

 

申請者住所               

名称・職氏名             印 

 

 

    年度山梨県林材業就業促進総合対策事業計画変更（中止・廃止）申請書 

 

年  月  日付け   第    号で交付決定通知のあった山梨県

林材業就業促進対策事業について、次のとおり変更（中止・廃止）したいので、同事

業補助金交付要綱第７条の規定により申請します。 

 

○ 変更の場合 

１ 変更の理由 

２ 事業計画書（様式第２号による） 

３ 収支予算書（様式第３号による） 

（注）上段に変更前の事項を（ ）書きし、下段に変更しようとする事項を記載

すること。 

○ 中止（廃止）の場合 

１ 中止（廃止）の理由  



様式第６号 

第     号 

   年  月  日 

 

山 梨 県 知 事  殿 

 

 

申請者住所               

名称・職氏名             印 

 

 

   年度山梨県林材業就業促進総合対策事業実績報告書 

 

年  月  日付け  第    号で交付決定のあった山梨県林材業

就業促進総合対策事業補助金について、同事業補助金交付要綱第８条の規定により関

係書類を添えて報告します。 

 

１ 事業実績書（様式第２号） 

２ 収支決算書（様式第３号） 

３ 補助事業の成果を記載した書類 

４ その他知事が必要と認めた書類 

 



様式第７号 

第     号 

   年  月  日 

 

山 梨 県 知 事  殿 

 

 

申請者住所               

名称・職氏名             印 

 

 

概算払請求書 

 

年  月  日付け   第    号で交付決定のあった山梨県林材

業就業促進総合対策事業補助金について、同事業補助金交付要綱第９条の規定により、

次のとおり概算払の請求をします。 

 

１ 概算払請求額   金         円 

２ 内  訳 
 

   補助金決定額 

       ① 

   既概算交付額 

       ② 

差引額 

   ①－②＝③ 

今回概算 

請求額 

備  考 

     

 

３ 概算払請求の理由 

 

４ 支払の方法 

(1) 現金     指定金融機関名 

(2) 口座振替   振替先銀行名         預金種別 

口座名            ＮＯ              

 

  



様式第８号 

 
第     号 

    年  月  日 

 
山 梨 県 知 事  殿 

 

 
申請者住所               

名称・職氏名             印 

 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定報告書 

 

 

年  月  日付け   第    号で交付決定のあった山梨県林材

業就業促進総合対策事業補助金について、同事業補助金交付要綱第１０条の規定によ

り、次のとおり報告します。 

 

１ 補助金額 

２ 補助金の額の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

３ 消費税及び地方消費税の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額   

４ 補助金返還額 

５ その他知事が必要と認める書類 

 


